
- � -

NPO 集改ニュース2016（平成28）年5月 通巻第48号

現場レポート「うえほんまちハイハイタウン」--２～３面
匠の会会員のＰＲコーナー--------------------６～11面

マンションに関する最新情報-----------------------４面
スキルアップセミナーのご案内 --------------12 面

も　く　じ

改正のポイント
　管理組合の役員は、法律や建築、財務などの専
門的知識のない人が持ち回りで就任するケースが
大半です。一方で管理組合は、役員に十分な知識
がなくても、管理費や修繕積立金を管理し、問題
が起こればその責任を負うことになります。
　改正された標準管理規約では、外部専門家を役
員として選任できるようになり、選任方法は細則
で定めることにしています。
　このほか▽暴力団等の排除規定（暴力団の構成
員に部屋を貸さない、役員になれないとする条項）
▽災害時の管理組合の意思決定（災害時等におけ
る理事長等による応急的な補修や、緊急避難措置と
しての専有部分への立入り等に関する規定）▽災
害時の理事の立入り（災害等での緊急避難措置と
して、理事長が専有部分に立ち入ることができる）
▽管理状況などの情報開示（大規模修繕工事の実
施状況や予定、修繕積立金の積み立て状況などの
情報を開示する場合の条項）▽管理費等の滞納に
対する措置（管理組合が滞納者に対して取りうる
各種措置について、段階的にまとめたフローチャー
トを提示）▽専有部分等の修繕等（専有部分等の修
繕は、理事会の承認を得て実施可能）▽議決権割合

（新築物件における選択肢として、総会の議決権に

ついて、住戸の価値割合に連動した設定も可能）▽
駐車場の使用方法（公平な選定方法、外部貸しに
係る税務上の注意事項）―などが追加されました。

可能なコミュニティ活動を明確化
　また、従来の「コミュニティ」に関する条項では、
自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対
立やトラブルがあったため、各業務を再整理しまし
た。管理組合が実施する「コミュニティ」活動と
しては、マンションやその周辺の美化や清掃、景
観形成、防災・防犯活動などを挙げ、経費に見合っ
たマンションの資産価値の向上がもたらされる活
動は可能であることを明確にしています。

　国土交通省は３月、「マンションの管理の適正化に関する指針」および「マンション標準管理規約」を改正し

ました。マンションの管理ルールについて、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足や管理費滞納などによ

る管理不全、暴力団排除、災害時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題が指摘されており、これら

の課題に対応した新たなルールの整備を図ったものです。管理組合の役員（理事・監事）は、これまで区分所有

者に限定されていましたが、今後はマンション管理士など外部の専門家も就任・活用できることになりました。

外部の専門家も管理組合の役員に
マンション管理適正化指針と標準管理規約が改正

新しいマンションも管理規約の整備が重要
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―在宅が必要な工事は大変でしたでしょう。
　　「各住戸は４日間の室内工事が必要でした。皆
さん最初はストレスがたまったようですが、役員
から声をかけたり、お互いに励ましたりして乗り
切りました。工事期間中、近くのホテルに泊まっ
ている人もいました。困っている人のところには
訪ねて行って、時間を惜しまず話を聞いたことで
解決できたのではないかと思います。集改センター
さんの協力もあり、長谷工さんもよく動いてくれ
ました」
　「最初はどうしたら良いか全く分からないので、
業者さんに相談することを勧めました。片付け方
法もお家によって違うので、業者さんに教えても
らうようにしました」
　「工事が終わってから、前と完全に同じ状態に戻
してもらえるものと思っていた人がいて、あとでい
ろいろ言われたようです。工事の後で、前の状態に
戻すのは建築当初の仕様に合わせたように復旧す
る『原状』回復で、直前の『現状』ではないのですね。
その認識のズレがあったようです」
　「今回感じたのは、『井戸端会議』の効用ですね。
近所の人たちが集まって話をすると、ついグチが
多くなったりしますが、『こんなことをお願いした
ら、こうしてくれるよ』といった話をすると、納
得してくれたりします。つまり、問題が大きくなり、

炎上する前に、情報を与えてコミュニケーションを
とっておけば、トラブルの火種を消せます。改め
てご近所さんとの付き合いが大切だと思いました」

大型マンションは行政も支援を

　「ハイハイタウンのようにこんなに規模の大きな
マンションでも、なんとか皆が努力してここまでの
工事ができました。正直に言って役員は大変な苦
労をしました。こうした工事はこれから多くのマ
ンションが経験することになると思います。それ
を行政の側でもサポートできないものでしょうか。
例えば、お一人住まいの人は誰も指導できなかっ
たりします。そうしたマンションにも行政が乗り
込んで、サポートしていただければと思います」

現場レポート

皆の協力で成功させた給排水設備更新工事

「うえほんまちハイハイタウン」

うえほんまちハイハイタウンの外観

運営委員会での報告会

皆の協力で成功させた給排水設備更新工事

「うえほんまちハイハイタウン」

　今回の現場レポートは、このほど給排水設備

の更新工事を実施した「うえほんまちハイハイ

タウン」（施工・長谷工リフォーム）。地下 1 階

から地上 3 階 までが店舗、地上 4 階～ 15 階が

事務所と住戸になっており、住戸は全 287 戸と

いう大型マンションです。都心部に位置する店

舗・住居併用マンションという特性もあり、工

事の準備と実施にあたってはさまざまな課題が

浮かび上がりました。その解決には、どのよう

な工夫や苦労があったのか、管理組合役員・運

営委員会の皆様と、設計・監理を担当した藤井

英司コンサルタント（集改センター）にお話を

伺いました。
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―店舗住居併用マンションという特性を持つ建物
で、給排水管更新工事をする技術的な難しさはあ
りましたか
　「一番にあったのは、騒音に対する問題が大きな
問題でありました。作業については９時から 17 時
が一般的ですが、店舗に対してはその時間帯は問題
視されました。そのため極力大きな音がしない作
業とするため、配管の撤去については、引き抜き
工法を多用しました。またはつり作業については、
騒音を下げるための工夫や、時間帯、短時間での
作業等工夫が必要でした」
　「うえほんまちハイハイタウンは、地下 2 階地上
15 階建ての複合建物（Ｂ２Ｆ：駐車場、Ｂ１Ｆ～
３Ｆ：店舗、４Ｆ～１５Ｆ住宅【一部事務所】）で、
地下 2 階からの高低差が約 70 ｍありました。今回
住宅部分の給排水管更新工事で、給排水管は住宅部
分を通っていたとはいえ、３階以下では店舗内や
駐車場内を通っており、法的なこと、躯体への影響、
費用対効果など、１種類の材料に決めず、複数の
材料を場所により選定しました」
　「そのほか、配管の改修ルートについては、配管
スペースがそれなりにあり（狭い所もありました
が）、いろいろな集合住宅での改修経験より、仮設
配管を利用した既設ルートでの改修計画が出来ま
した。ただ、店舗部分での作業で工夫が必要な所
がいくつかありました」
―営業中の店舗が多い中、駐車場や資材置き場の
確保などはスムースにできましたか 
　「時間や、搬入出場所に制限はあったものの、管
理組合様の協力のもと、比較的スムースに行えまし

「騒音対策に細心の注意」
　藤井英司コンサルタントに聞きました

た。ただし、周りはすべて公道であったため、一般
的なマンションと違い、４階の中庭など空いたス
ペースを提供いただきました。仮設事務所や資材置
き場などはその場所を利用し、駐車場については、
地下２階の駐車場を利用したのでそれほど不自由
はなかったかと思われました」
―その他、都心部の大規模マンションの修繕工事
で留意するポイントなどはありますか
　「 や は り 都 心 部
においては敷地ぎ
りぎりに立ってい
るマンションが多
く、 仮 設 事 務 所、
資材置き場、廃材
置き場、駐車場等
スペースが無いこ
とが多いです。工
事 計 画 を す る 際
は、まずその場所
について確認する
ことが必要と思い
ます」

現場事務所は中庭に設置

室内専有部分での工事個所

広報を利用して工事内容を細かく説明
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マンションで民泊経営はできるの？マンションで民泊経営はできるの？          

～マンションに関する最新情報～

　「国家戦略特別区域法」によりいわゆる「民泊」
を許可する特区として、大阪府、大阪市が特区指
定を受けています。（特区指定外では民泊は実施で
きません）
　このため、あるマンション管理組合では「民泊
への対策が必要」と大騒ぎになっています。
　では、分譲マンションの空き部屋で民泊経営が
できるのでしょうか。
　大阪府はこのほど民泊認定の審査基準案を公表
し、意見募集を行いました。同案によると「他の
居住者への事前説明義務」「隣接建物の所有者への
事前説明義務」「近隣住民からの苦情等に 24 時間
対応できること」などが求められています。

　管理規約違反なら認定されない

　さらに分譲マンションの場合は「管理規約に違反
していないと認められること」が必要になります。
大阪府環境衛生課によると「標準管理規約の条文
を採用し『住戸部分は専ら住宅として使用するも

空室を登録するだけで世界中から簡単に予約が可能
（民泊情報サイト「エアーＢアンドＢ」のトップページ）

のとし、他の用途に供してはならない』（第４章用
法）といった住居専用の規定があるマンションで
は民泊の認定はしない」との判断を示しています。
認定後に規約違反が発覚した場合も「認定は取り
消す」としています。
規約の確認方法など、具体策は未定です。
　大阪特区のマンションにお住まいの皆様は、こ
うした標準管理規約の条文が記載されている場合、
ひとまずは安心できるのではないでしょうか。

2015年のマンション化率2015年のマンション化率

　2015 年の「マンション化率」（調査・東京カンテイ）
が公表されました。
　マンション化率とは各行政区における「分譲マン
ションの戸数」÷「総世帯数」で計算されたもので
す。つまり、世帯数のうち分譲マンション世帯が何
パーセントを占めるかという想定値です。分譲マン
ション１戸に１世帯が住んでいるという前提です。

　近畿の各市町村のマンション化率

【大阪府】「吹田市」33.5％がトップで、以下「豊中市」
「大阪狭山市」「茨木市」「箕面市」「池田市」と続
きます。「三島郡島本町」は少世帯数の町に駅前マ
ンション 5,000 戸が出現したため、何と 39.6％とい
うマンション街になっています。

【兵庫県】「芦屋市」が 43.36％で断トツのトップ。
続いて「宝塚市」「西宮市」「明石市」が 20％台です。

【京都府】「乙訓郡大山崎町」が 18.5％でトップ。大
阪府三島町と同じ現象。

【奈良県】「奈良市」16.3％を筆頭に「生駒市」「大

和高田市」「橿原市」。
【滋賀県】「草津市」16.0％トップに続き「大津市」「守
山市」。

【和歌山市】なんと「白浜町」が 29.5％。「リゾー
トマンション」が想像され居住世帯とは別物と考
えられます。
≪政令指定都市≫

【神戸市】「中央区」54.2％、「灘区」「須磨区」が
30％超。

【京都市】「中京区」と「下京区」が 32.8％でトップ２。
【大阪市】では、「中央区」68.5％、「北区」56.1％、「西
区」55.3％がトップ３です。
　ちなみに、全国行政区のマンション化率トップ
は東京都「千代田区」で、84.8％が分譲マンショ
ンにお住まいです。同「中央区」80.4％、「港区」
76.6％、この３区が断トツです。
　50％を超えるような行政区では、「マンション」
の仕組み、生活ルール、コミュニティ形成などを
義務教育で教える必要性が感じられるところです。
　さて、皆さんのお住まい地区は「マンション化率」
何％でしょうか。
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■管理組合の理事長の権限はなにに基づくものか。
　会社の代表取締役社長、公益法人の理事長、これ
らの代表者は、事業を具体的に執行する権限をもっ
ています。例えば会社との取引、契約、実施など。一方、
管理組合は、区分所有法第３条で「建物並びにその
敷地及び附属施設の管理を行う・・・」と事業内容
が法律で限定されています。
　この事業を具体的に進めるためには、総会で決議
したものを理事会で執行するということになり、そ
の執行責任者が理事長なのです。つまり、理事長が
単独でその権限を行使できないことが基本原則です。
従って権限の無い理事長が単独で行った行為は「無
効」となります。
■理事長が行ったコンサル契約が無効とした裁判事例
　設計事務所が、理事長の依頼により、建物の劣化
調査・診断業務を行いました。総会決議を経ずに設
計事務所と行った契約を、臨時総会で白紙に戻した
管理組合に対して、設計事務所はすでに行った業務
費用の支払いを求めて提訴。
　東京高裁は、総会決議の有無を確認しなかった設
計事務所側の請求を棄却し、管理組合の理事長は、

総会決議なく契約を締結する権
限を有していないと指摘していま
す。
■理事長の責任
　理事長の責任は、管理組合に
対する「善良な管理者の注意義
務（善管注意義務）※民法 644 条」
があります。会計理事が横領した
損害を、理事長に一部の責任を認めた判決がありま
す。預金通帳を確認するなど、注意しておれば簡単
に分かったはず。損害額の１０％を賠償しなければ
ならないとしています。

「理事長の権限範囲と責任」～スキルアップセミナーより～

講　師：九鬼 正光（弁護士、集改センター正会員）

　新築マンションのモデルルームで購入者は、新しい住まいに思いをはせ、最新のシステムキッチン

やバスルーム、リビングルームが見事に演出されています。誰しもが、この部屋を 3,500 万円と考え

て買うのです。

　それが、そもそもの勘違いなのです。3,500 万円の価格構成を考えてみましょう。（金額は仮定です）

　販売経費・利益：500 万円、土地：300 万円、建築費：2,700 万円
　建築費の内訳は、住戸の内装費：1,000 万円、共用部分：1,700 万円

　（共用部分とは、建物基礎、柱、壁、屋根、敷地、外構、設備等）

　つまり、購入する部屋は1,000万円（30％足らず）そこそこです。土地と共用部分に2,000万円（60％）

のお金を払っているのです。マンションの資産価値は、共用部分の管理状況で判断されます。この共

用部分の管理は、管理組合が主体で、組合員が行うのです。

　3,500 万円というと、一生に一度の買い物ではないでしょうか。マンションの管理に“無関心”と

いうことは、支払った金額の多くを放棄しているようなものです。また、マンションの共有者として

の義務を果さず“無責任”というよりほかありません。

　管理組合の活動に参加しましょう。役員の当番が回ってきたら、快く引き受けましょう。数年に１

度、月１回２時間の理事会に参加するだけです。仕事が忙しい等は、言い訳になりません。

　理事会参加を通じて、マンションの方々と親交を深めることができ、より充実したマンション生活

が実現します。（枝）

マンションの値段を考える

九鬼正光弁護士

セミナー会場（4月 6日、大阪建築会館会議室）
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スキルアップセミナーの予定
月日 部門 講師 /進行 内　　容

No.139

6 月 1日

管理

運営

枝俊男

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

■マンション管理ソフトの進化
マンション管理会社が使う「管理ソフト」とは。会計業務から始まった管理ソフトは、

フロント業務から契約管理、長期修繕計画作成へと進化。業界トップシェアを誇る、

内田洋行 ITSの内容を理解し、今後期待される管理ソフトを議論する。

No.140

7 月 6日

設計

監理

コニシ (株 )

（賛助会員）

■タイル張り外壁における施工技術＆施工不良
近年、タイル張り外壁での不具合（タイル落下・浮き・膨れなど）が多いようです。

タイル張りの施工・補修方法を学び、タイル外壁の長所・短所を知りましょう。

No.141

8 月 3日

管理

運営

木村長敏

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

■平成 28 年 3 月 15 日国交省発表の標準管理規約を見てみましょう
変更箇所を中心に逐条解釈を検討し、単なる規約モデルに過ぎないとしても事実上

実務的に影響を与えてきた標準管理規約の今回の改正の意味も考えて見てみます。

皆様の管理組合の規約改正にきっとお役にたてるものになると思っております。

No.142

9 月 7日

設計

監理

新保勝浩

１級構造建築士

■近年のマンションにおける施工ミスを学ぶ
建築構造の専門家による建設現場の施工ミスとその報道を検証します。

～第 23 回集改塾の報告から～
　集改センターでは若手技術者のスキルアップを目的
に、毎月「集改塾」を開催しています。4 月 6 日に開
かれた第 23 回目の同塾では、外壁タイルが落下した
マンションの実例を、修繕を担当した現場代理人が報
告しました。
　マンションの外壁タイルのはく離は「ドライアウト」
という現象が原因になることがあります。「ドライアウ
ト」とは、下地の急速な吸水や、直射日光を受けて水
分が短時間に蒸発してしまい、セメントの正常な硬化
が妨げられることです。
　タイルの貼り方については、塗装や防水のように工

程や仕様が詳細に明記されていないケースも多いので
すが、タイル・ボンドメーカーからは詳細な施工計画
書が発行されていますので、工事関係者は十分な知識
を持っておくことが必要です。

過去最高の 40人が出席

外壁タイルは
「ドライアウト」に注意

入会のご案内
■正会員

　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』をお届けし、お得なマンション情報

やセミナー等をご案内します。

 ・入会金 6000 円　会費 1500 円 / 月

■顧問契約会員

　マンション管理組合が対象です。マンション管理士や

建築士等の専門家が顧問に就任し、管理組合をサポー

トします。『集改ニュース』を全戸分送付、セミナー等

にご優待、その他オプションで広報チラシ作成、HP 作

成等議事録テープ起こし等のご相談もお受けします。

 ・入会金、会費等はマンションの戸数によって異なります。

本部事務局（06-6943-8383）へお問い合わせください。

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セン
ター）は、建物の大規模修繕・改修工事などのハー
ド面、及び日頃の管理組合運営に関するソフト面の
両面から、マンションにお住まいの方々を支援する
専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

■一級建築士事務所登録の年月日
　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ロ - 第 22027 号

集改センターの概要 ***** ***** **********


